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　　　　　　　　　　　　あ　る　日　の保育　園

昔ながらの行事もとり入れながら、きょうも保育園の明るい一日が始まりました・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4日、南原保育園で）

厚
生
年
金
瀬
波
し
お
ざ
い
荘

二
十
二
日
に
オ
ー
プ
ン

入
居
者
を
募
集

　
厚
生
年
金
保
険
で
は
、
村
上
市
の

瀬
波
温
泉
に
、
鉄
筋
三
階
建
の
有
料

老
人
ホ
ー
ム
を
建
設
し
て
い
ま
し
た

が
、
い
よ
い
よ
、
六
月
二
十
二
日
に

開
館
す
る
こ
と
に
な
り
、
長
期
入
居

者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

▲
長
期
入
居
者
の
要
件
　
　
　
』

　
　
　
　
　
　
（
一
か
月
以
上
）

　
厚
生
年
金
保
険
の
老
齢
年
金
を
受

け
て
い
る
か
た
と
そ
の
配
偶
者
、
ほ

か
に
一
般
の
か
た
で
、
次
の
要
件
を

備
え
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

1
　
六
十
歳
以
上
（
配
偶
者
は
年
齢

　
制
限
な
し
）
で
、
日
常
生
活
に
支

　
障
が
な
く
身
の
ま
わ
り
の
こ
と
が

　
で
き
る
程
度
の
健
康
状
熊
で
あ
る

　
こ
と
。

2
　
確
実
な
保
証
人
の
あ
る
こ
と

3
　
利
用
料
等
、
い
っ
さ
い
の
費
用

　
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

　
▲
長
期
利
用
者
の
利
用
料
金

　
三
食
付
き
一
か
月
約
一
万
九
千
円

か
ら
二
万
三
千
円
程
度
（
寝
具
．
家

具
類
は
個
人
の
持
ち
込
み
）

▲
短
期
保
養

　
ど
な
た
で
も
利
用
で
き
、
利
用
料

は
一
泊
二
食
付
き
千
三
百
円
程
度

　
▲
入
居
・
保
養
の
申
込
み

　
新
潟
県
民
生
部
保
険
課
（
新
潟
市

学
校
町
一
、
電
話
”
新
潟
局
二
三
－

五
五
一
一
内
線
三
四
〇
）
、
六
月
二

十
二
日
以
降
は
直
接
、
厚
生
年
金
瀬

波
し
お
ざ
い
荘
（
村
上
市
大
字
瀬
波

字
浜
一
一
七
八
の
七
九
、
電
話
”
村

上
局
三
ー
二
五
三
一
）
へ
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
．
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七
月
一
日
か
ら

老
人
医
療
費
受
給
者
証
を

　
　
切
り
替
え

　
年
齢
七
十
歳
以
上
の
か
た
で
、
医
療

保
険
に
加
入
し
て
お
り
、
決
め
ら
れ
た

所
得
制
限
基
準
以
下
の
か
た
に
つ
い
て

一
月
か
ら
、
医
療
費
受
給
者
証
を
交
付

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
医
療
費
の
無
料
に

な
る
制
度
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
受
給
者
証
の
更
新
時
期
に
な
り

ま
し
た
．

　
現
在
の
受
給
者
証
は
、
今
月
三
十
日

で
無
効
に
な
り
、
七
月
一
日
か
ら
、
新

し
い
受
給
者
証
に
切
り
替
わ
り
ま
す
。
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一

　
つ
い
て
は
、
こ
の
切
り
替
え
事
務
を

下
表
の
日
程
で
行
な
い
ま
す
か
ら
、
本

人
ま
た
は
家
族
の
か
た
が
、
次
の
証
書

類
を
携
行
し
て
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

・
本
人
ま
た
は
家
族
の
医
療
保
険
証

・
老
人
保
健
手
帳

・
老
人
医
療
費
受
給
者
証

　
こ
の
受
給
者
証
更
新
は
、
毎
年
一
回

行
な
う
も
の
で
す
が
、
所
得
制
限
の
限

度
額
改
正
等
の
予
定
も
あ
り
、
ま
た
、

八
月
以
後
七
十
歳
に
な
る
か
た
は
、
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曹

野球教室に約100人……さる5月20日に川中で開かれた

　町の野球教室。元プロ選手の土佐内吉治氏を講師に100人
　ちかい児童生徒が参加して盛況でした。
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月
中
に
手
続
き
を
と
っ
て
い
た
だ
く
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
社
会
課
で

十
分
ご
相
談
ね
が
い
ま
す
。

　
な
お
、
所
得
制
限
の
改
正
予
定
は
、

扶
養
親
族
○
人
の
場
合
本
人
所
得
四
十

三
万
円
、
扶
養
義
務
者
の
場
合
四
百
七

十
一
万
円
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
申
し

添
え
ま
す
。

新
受
給
者
証
の
交
付
日
程
（
六
月
）

期
日

時
　
　
間

会
　
場

参
集
範
囲

二
＋
九
日

（
金
）

前
九
時
～
士
蒔

役
場
分
室

中
島
町
～
木
島

後
一
時
～
三
時

伊
友
。
高
原
田
お

よ
ぴ
山
の
根
地
区

前
九
時
～

　
　
士
蒔

上
野
連
絡
所

上
野
地
区
全
域

橘
　
出
張
所

橘
地
区
全
域

仙
田
出
張
所

中
仙
田
～
大
倉

後
一
時
半
～
三
時

大
白
倉
公
民
館

大
白
倉
・
小
白
倉
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＝
＝
＝
＝
＝
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＝
一
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
騨
＝
曹
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
。
＝
嶋
＝
＝
＝
＝
一
＝
＝
＝
＝
一
＝
＝
＝
一
＝
＝
＝
噛

人
権
擁
護
委
員
に

　
　
　
　
小
　
海
　
氏

　
去
る
五
月
二
日
付
で
大
字
小
根
岸
の

小
海
八
太
郎
氏
が
、
法
務
大
臣
か
ら
人

権
維
護
委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
の
で

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。
現
在
川
西
町

で
は
、
同
氏
と
大
字
仁
田
の
木
村
正
吉

氏
の
二
人
が
人
権
擁
護
委
員
と
し
て
活

躍
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
国
民
に
保
障
さ

れ
て
い
る
基
本
的
人
権
を
擁
護
し
、
自

由
人
権
思
想
の
普
及
高
揚
を
図
る
た
め

に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
次
の
よ
う
な
問

題
で
お
困
り
の
方
は
、
無
料
で
秘
密
が

他
に
も
れ
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
安
心
し
て
お
気
軽
に
各
自
宅
へ

相
談
に
お
で
か
け
く
だ
さ
い
。

　
「
私
的
制
裁
、
人
身
売
買
、
村
八
分

　
教
育
を
受
け
る
権
利
の
侵
犯
、
強
制

　
圧
迫
、
酷
使
虐
得
、
生
活
権
の
侵
犯

　
そ
の
他
お
困
り
の
問
題
」

　
な
お
、
来
る
七
月
中
旬
に
は
、
法
務

局
と
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
主
催
に
よ

る
無
料
人
権
相
談
所
の
開
設
が
予
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
日
時
場
所
等
き
ま
り
次

第
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
多
数
の
ご

利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

住
宅
金
融
公
庫

　
　
　
　
　
　
　
　
き

　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
ら

　
住
宅
金
融
公
庫
で
は
、
今
年
度
の
個

人
住
宅
建
設
資
金
融
資
の
受
け
付
け
を

五
月
十
四
日
か
ら
、
住
宅
改
良
資
金
融

資
の
受
け
付
け
は
同
十
七
日
か
ら
実
施

し
て
い
ま
す
。
個
人
住
宅
建
設
資
金
に

つ
い
て
は
、
融
資
金
額
を
約
五
割
増
、

金
利
も
五
・
二
．
％
（
こ
れ
ま
で
五
・
五

’
％
）
に
引
き
下
げ
て
い
ま
す
。
希
望
者

は
、
も
よ
り
の
「
住
宅
金
融
公
庫
業
務

取
扱
店
」
へ
ど
う
ぞ
。

▽
採
用
職
種
及
ぴ
採
用
予
定
人
員

　
　
消
防
士
＋
六
人

　
　
　
　
配
属
予
定
”
川
西
・
津
南

　
　
　
　
各
六
人
、
本
部
四
人

▽
受
験
資
格

　
ω
高
等
学
校
卒
業
者
（
ま
た
は

　
　
同
等
の
者
）
で
、
昭
和
二
十
三

　
　
年
四
月
二
日
か
ら
同
三
十
年
四

　
　
　
　
　
　
　
月
一
日
ま
で
の
間

集募を■
貝職防消十日町地域

広域事務組合

　
に
生
ま
れ
た
男
子

　
　
た
だ
し
、
消
防

　
職
員
の
経
験
が
あ

　
る
者
ま
た
は
消
防

　
職
に
適
当
す
る
特

　
殊
技
能
資
格
を
有

　
す
る
者
は
、
昭
和

　
十
八
年
四
月
二
日

　
以
降
に
生
ま
れ
た

　
者

②
品
行
方
正
、
身

　
元
確
実
か
つ
本
郡

市
に
居
住
可
能
の

　
者

③
身
長
百
五
＋
八

　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
以
上
、
胸
囲
は
身

　
長
の
二
分
の
一
以

上
、
体
重
五
＋
キ

　
ロ
グ
ラ
ム
程
度
以

上
、
視
力
両
眼
の

　
場
面
○
・
八
以
上

　
一
眼
の
場
合
は
そ

　
れ
ぞ
れ
○
・
五
以

　
　
上
（
矯
正
視
力
可
）
で
、
弁
色

　
　
力
正
常
、
そ
の
他
身
体
強
健
で

　
　
体
質
上
欠
陥
の
な
い
者

▽
試
験
の
範
囲

　
　
教
養
試
験
、
口
述
試
験
、
身
体

　
検
査
、
体
力
診
断
テ
ス
ト
及
ぴ
身

　
上
調
査
を
行
な
い
ま
す
。

▽
試
験
の
期
日
・
会
場

ω
期
日

　
　
七
月
八
日
（
日
）

⑨
会
場

　
　
十
臼
町
市
市
民
会
館

▽
受
験
手
続
き

ω
申
込
み

　
　
　
十
日
町
公
共
職
業
安
定
所
か

　
　
十
日
町
地
域
消
防
本
部
総
務
課

　
　
ま
た
は
川
西
町
、
津
南
町
、
中

　
　
里
村
の
各
役
場
総
務
課
へ
次
の

　
　
書
類
を
提
出
し
申
し
込
ん
で
く

　
　
だ
さ
い
。

ウイア工

受
験
申
込
書

身
上
調
書

最
終
卒
業
学
校
の
成
績

証
明
書

身
体
検
査
書

㈲
受
付
期
間

　
　
　
今
月
十
五
日
か
ら
同
二
十
五

　
　
日
午
後
五
時
ま
で

▽
結
果
の
通
知

　
　
決
定
次
第
、
本
人
あ
て
通
知
し

　
ま
す
。

▽
採
用
及
ぴ
給
与
等

0
採
用

　
　
　
九
月
一
日
の
予
定

②
給
与
等

　
　
　
十
日
町
地
域
広
域
事
務
組
合

　
　
一
般
職
員
の
給
与
支
給
条
例
に

　
　
よ
り
初
任
給
を
決
定
、
各
種
手

　
　
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
　
　
ま
た
、
職
務
に
必
要
な
被
服

　
　
を
貸
与
し
ま
す
．

③
共
済
制
度
等

　
　
　
公
務
上
生
じ
た
災
害
に
対
す

　
　
る
補
償
制
度
が
あ
り
、
ま
た
、

　
　
公
務
外
に
生
じ
た
病
気
負
傷
等

　
　
に
対
し
て
給
付
す
る
共
済
制
度

　
　
が
あ
り
ま
す
．

※
不
明
の
点
は
、
消
防
本
部
総

務
課
（
電
話
二
ー
二
四
五
〇
）
へ
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見
の
が
し
て
は
い
ま
せ
ん
か

年
金
の
通
算
制
度

　
国
民
皆
年
金
制
が
叫
ば
れ
て
か
ら
十
余
年
に
な
り
ま
し
た
。
国

民
年
金
・
厚
生
年
金
と
い
う
こ
と
ぱ
は
、
す
で
に
、
な
じ
み
深
い

も
の
に
な
り
ま
し
た
が
、
あ
な
た
は
、
各
年
金
制
度
共
通
の
「
通

算
年
金
」
の
こ
と
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
過
去
に
加
入
し
た
年

金
制
度
で
あ
っ
て
も
、
各
制
度
を
通
算
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ

ぞ
れ
の
制
度
か
ら
年
金
が
受
け
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の

際
、
ご
自
身
の
職
歴
を
ふ
り
返
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
　
二
以
上
の
制
度
を

　
　
　
　
合
算
し
た
年
数
で

　
通
算
年
金
制
度
と
は
、
ひ
と
つ
の
年

金
制
度
に
お
い
て
受
給
権
を
満
た
せ
な

か
っ
た
人
で
も
、
ふ
た
つ
以
上
の
制
度

を
合
算
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
受
給
権
を

確
保
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　
本
来
、
年
金
受
給
権
は
、
国
民
年
金

が
二
十
五
年
、
厚
生
年
金
や
各
種
の
共

済
年
金
が
二
十
年
の
加
入
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
二
十
五
年
ま
た

は
二
十
年
に
満
た
な
い
た
め
、
　
一
制
度

だ
け
で
受
給
権
を
得
る
こ
と
の
で
き
な

か
っ
た
場
合
に
、
　
二
以
上
の
制
度
を
合

算
し
た
年
数
が
、
次
の
ど
れ
か
に
該
当

す
れ
ば
年
金
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

ア
難
難
｝
二
＋
五
年

イ
撫
塁
二
＋
年

　
こ
れ
を
「
通
算
年
金
」
と
い
い
ま
す

　
ま
た
、
す
で
に
、
ひ
と
つ
の
制
度
だ

け
で
受
給
権
を
満
た
し
て
い
る
と
き
も

受
け
ら
れ
ま
す
。

　
国
民
年
金
の
期
間
の
中
に
は
、
任
意

加
入
該
当
者
が
加
入
し
な
か
っ
た
期
間

で
あ
っ
て
も
、
受
給
権
を
得
る
た
め
の

通
算
年
数
に
含
ん
で
合
算
（
年
金
額
を

計
算
す
る
場
合
は
除
き
ま
す
。
）
を
し

ま
す
。

　
厚
生
年
金
は
、
断
続
し
た
期
間
で
あ

っ
て
も
、
退
職
の
と
き
一
時
金
を
受
け

て
い
な
い
期
間
は
、
昭
和
十
六
年
以
後

の
期
間
が
す
べ
て
合
算
さ
れ
ま
す
。

　
共
済
組
合
関
係
も
、
　
一
時
金
を
受
け

て
い
な
い
期
間
が
合
算
さ
れ
ま
す
。

　
通
算
の
対
象
と
な
る
制
度
は
、
次
の

八
種
類
で
す
．

　
・
国
民
年
金

　
・
厚
生
年
金

　
・
船
員
保
険

　
・
国
家
公
務
員
共
済
組
合

　
・
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

　
・
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合

　
・
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合

　
・
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合

　
期
間
年
数
の
特
例
と
し
て
、
昭
和
五

年
四
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
に
は

前
記
、
受
給
資
格
期
間
の
二
十
五
年
ま

た
は
二
十
年
の
年
数
が
、
そ
れ
ぞ
れ
年

齢
に
応
じ
て
最
低
十
年
ま
で
短
縮
さ
れ

て
い
ま
す
。
　
（
こ
の
、
特
例
に
よ
る
期

間
短
縮
は
、
通
算
年
金
制
度
が
発
足
し

た
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期

間
に
限
ら
れ
ま
す
。
）

　
　
時
効
は
請
求

　
　
　
　
年
齢
か
ら
五
年

　
通
算
年
金
の
支
給
開
始
は
、
国
民
年

金
が
六
十
五
歳
か
ら
、
国
民
年
金
以
外

の
制
度
で
は
六
十
歳
か
ら
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　
支
給
の
決
定
は
、
該
当
者
が
ら
の
請

求
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
ま
す
か
ら
、

だ
ま
っ
て
い
て
は
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

　
し
か
も
、
請
求
年
齢
に
達
し
て
か
ら

五
年
以
内
に
手
続
き
を
し
な
い
と
、
時

効
に
よ
っ
て
、
受
給
権
が
永
久
に
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
請
求
先
は
、
国
民
年
金
は
役
場
、
厚

生
年
金
と
船
員
保
険
は
社
会
保
険
事
務

所
、
各
種
共
済
関
係
は
そ
れ
ぞ
れ
の
組

合
で
、
添
付
書
類
（
住
民
票
、
被
保
険

者
証
、
期
間
確
認
証
明
ほ
か
）
も
い
ろ

い
ろ
必
要
で
す
。
該
当
者
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
機
関
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
不
明
の
点
は
、
年
金
係
へ
。

・
保
坂

・
中
村

・
押
木

・
高
橋

・
田
中

利久喜由ト
八蔵策蔵シ

・
丸
山
久
一
郎

・
高
野
寅
五
郎

・
高
橋

・
高
橋

・
登
坂

・
田
中

林六米栄
平郎治一

・
藤
本

・
富
井

・
渡
貫

●
田
口

・
滋
野

・
南
雲

・
斉
木

・
茂
野

・
高
橋

・
高
橋

克秀寅利源薫忠栄源秀
義男一栄次良三一蔵雄

戸
田
さ
ん
か
ら

　
　
　
　
香
典
返
し

　
仁
田
・
戸
田
忠
太
郎
さ
ん
か
ら
、
五

月
九
日
に
な
く
な
ら
れ
た
博
さ
ん
の
香

典
返
し
と
し
て
一
万
円
が
町
に
寄
せ
ら

れ
ま
し
た
。

児
童
手
当
受
給
者
は

　
　
　
現
況
届
を

　
児
童
手
当
の
受
給
者
は
、
毎
年
六
月

に
「
現
況
届
」
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
児
童
手
当
制
度
は
、
児
童
を
養
育
し

て
い
る
者
に
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
〃
家
庭
に
お
け
る
生
活
の
安

定
〃
と
〃
次
の
社
会
を
に
な
う
児
童
の

健
全
な
育
成
と
資
質
の
向
上
〃
の
ふ
た

つ
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
受
給
者
は
、
六
月
一
日
現
在
の

職
業
・
加
入
し
て
い
る
年
．
金
の
名
称
・

昭
和
四
十
七
年
所
得
状
況
等
に
つ
い
て

現
況
届
を
今
月
二
十
五
日
ま
で
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
届
け
を
し
て
い
た
だ
か
な
い
と

六
月
分
以
降
の
手
当
の
支
払
い
が
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
お
忘
れ
の
な
い
よ
う
に

お
願
い
し
ま
す
。

心
配
ご
と
相
談
日

　
心
配
ご
と
相
談
を
次
に
よ
っ
て
実
施

し
ま
す
。
ど
ん
な
こ
と
で
も
、
お
気
づ

か
い
な
く
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◎
六
月
と
八
月
は

　
　
　
毎
週
水
曜
日
に
月
見
荘
で

◎
七
月
と
九
月
は

　
　
　
第
一
水
曜
日
に
上
野
連
絡
所
で

　
　
　
第
二
　
〃
　
に
橘
出
張
所
で

　
　
　
第
三
　
〃
　
に
仙
田
出
張
所
で

　
　
　
第
四
　
〃
　
に
月
見
荘
で

　
時
間
は
、
い
ず
れ
も
、
午
後
の
一
時

か
ら
三
時
ま
で
で
す
。
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ゴ
ミ
は
正
し
く

国
民
年
金
委
員

　
　
　
き
　
ま
　
る

　
知
事
委
嘱
に
よ
る
二
十
五
人
の
国
民

年
金
委
員
が
決
ま
り
ま
し
た
。

　
委
員
の
設
置
は
、
住
民
か
ら
の
相
談

に
応
じ
、
趣
旨
の
普
及
と
年
金
行
政
の

円
滑
な
促
進
を
図
る
た
め
で
す
か
ら
、

気
軽
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
。

　
委
員
の
氏
名
（
敬
称
略
）

・
宮
　
徳
次
郎
　
　
・
大
一
漢
　
晶
子

・
小
海
　
大
成
　
　
・
南
雲
　
　
良

　　　　　　　　賊
　　　　　　　鼎

　　　譲

◇

出
し
て

　
最
近
、
ゴ
ミ
の
出
し
方
の
悪
い
町
内

が
相
当
数
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
出
し
方
が
悪
い
と
、
作
業
能
率
が
落

ち
収
集
に
難
渋
し
ま
す
。
次
の
点
に
十

分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①
燃
え
る
ゴ
ミ
・
燃
え
な
い
ゴ
ミ
は

　
そ
れ
ぞ
れ
指
定
し
た
日
以
外
に
は
出

　
さ
な
い
よ
う
に
。

②
燃
え
な
い
ゴ
ミ
、
特
に
、
ガ
ラ
ス

　
か
け
・
ビ
ン
類
は
、
ぜ
っ
た
い
破
れ

　
な
い
入
れ
物
に
入
れ
て
出
す
よ
う
に

③
残
飯
類
は
、
よ
く
水
を
切
っ
て
か

　
ら
出
す
よ
う
に
。

〔
写
真
〕
燃
え
な
い
ゴ
、
・
、
を
出
す
日
で

　
も
、
い
つ
の
ま
に
か
「
ま
ま
子
」
が

　
ま
き
れ
込
ん
で
。
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ー
町
税
条
例
の
改
正
－

所
得
控
除
額
と
免
税
点
を
引
上
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
宅
用
地
に
軽
減
措
置

　
地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、
町
の
税

条
例
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
の
で
、

そ
の
大
要
を
お
伝
え
し
ま
す
。

町
民
税
、
税
率

を
緩
和

く
個
人
町
民
税
V

所
得
控
除
の
引
上
げ

　◎

基
礎
控
除
額
十
六
万
円
（
こ
れ

　
　
　
ま
で
＋
五
万
円
）

　
◎
配
偶
者
控
除
額
十
五
万
円
（
こ

　
　
　
れ
ま
で
十
四
万
円
）

　
◎
扶
養
控
除
額
十
二
万
円
（
こ
れ

　
　
　
ま
で
＋
一
万
円
）

所得割の税率緩和
課　　　　　準　額　．

税　　率
改正　前 改　正　後

15万円以下 30万円以下 2％

40　　〃 50　　〃 3
70　　〃 80　　〃 4

100　　〃 110　　〃 5
（以下は改正なし）

◎
寡
婦
控
除
・
障
害
者
控
除
・
老
年

　
　
者
控
除
・
勤
労
学
生
控
除
の
額
を

　
　
こ
れ
ま
で
の
十
万
円
か
ら
十
二
万

　
　
円
に

◎
特
別
障
害
者
控
除
額
十
四
万
円

　
　
　
（
こ
れ
ま
で
十
二
万
円
）

◎
）
配
偶
者
の
い
な
い
世
帯
の
一
人
目

　
　
の
扶
養
親
族
に
係
る
扶
養
控
除
額

　
　
も
十
四
万
円
に
（
こ
れ
ま
で
は
十

　
　
二
万
円
）

◎
老
人
扶
養
控
除
額
（
新
設
）
　
十

　
　
四
万
円

　
以
上
の
ほ
か
、
寡
婦
範
囲
の
拡
大
や

障
害
者
・
未
成
年
者
・
老
年
者
ま
た
は

寡
婦
に
つ
い
て
の
非
課
税
の
範
囲
を
年

所
得
四
十
三
万
円
（
こ
れ
ま
で
は
三
十

八
万
円
）
ま
で
と
す
る
こ
と
、
所
得
割

の
税
率
を
緩
和
（
上
表
参
照
）
す
る
こ

と
な
ど
で
、
さ
っ
そ
く
、
四
十
八
年
度

分
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

土
地
の
免
税
点
を

十
五
万
に

　
宅
地
等
（
農
地
以
外
の
土
地
）
に
つ

い
て
課
さ
れ
る
固
定
資
産
税
は
、
昭
和

三
十
八
年
度
の
評
価
額
と
そ
の
年
度
の

評
価
額
と
の
上
昇
割
合
の
区
分
に
応
じ

て
、
　
一
・
一
か
ら
一
・
四
ま
で
の
範
囲

の
負
担
調
整
率
を
前
年
度
の
課
税
標
準

額
に
乗
ず
る
負
担
調
整
措
置
が
と
ら
れ

て
い
ま
し
た
が
、
今
年
度
か
ら
は
、
住

宅
用
地
に
対
し
て
軽
減
措
置
を
講
ず
る

と
と
も
に
、
評
価
額
に
基
づ
い
た
課
税

方
式
に
改
め
ら
れ
、
所
有
者
区
分
（
個

人
・
法
人
別
）
、
利
用
状
況
（
住
宅
用

地
・
非
住
宅
用
地
別
）
に
よ
っ
て
課
税

し
ま
す
。

　
ま
た
、
免
税
点
は
、
次
の
よ
う
に
引

き
上
げ
に
な
り
ま
し
た
。

◎
土
地
に
あ
っ
て
は
十
五
万
円
（
こ

　
　
　
れ
ま
で
は
八
万
円
）

◎
家
屋
に
あ
っ
て
は
八
万
円
（
こ
れ

　
　
　
ま
で
は
五
万
円
）

◎
償
却
資
産
に
あ
っ
て
は
百
万
円

　
　
　
（
こ
れ
ま
で
は
三
十
万
円
）

　
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
今
年
度
固
定

資
産
税
納
税
通
知
書
に
つ
い
て
は
、
宅

地
の
場
合
、
住
宅
用
地
と
非
住
宅
用
地

に
区
分
し
て
計
算
す
べ
き
も
の
で
す
が

改
正
部
分
の
施
行
期
日
か
ら
納
期
ま
で

の
短
か
い
間
に
区
分
け
作
業
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
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ご
ー
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円
満
に

器蒲蕪雛窯鍮
太
田
　
浩

茂
野
フ
ミ
子

小
川
和
好

関
根
志
津
子

小
幡
利
明

田
畑
千
代

関
口
　
清

水
落
久
明
子

高
澤
文
次
郎

金
澤
幸
江

渡
部
　
力

石
澤
美
紀
子

田
　
中

中
屋
敷
か
ら

木元仁埼赤
谷玉

か
ら

田町
か
ら

落

＋
日
町
か
ら

小
根
岸

元
町
か
ら

新
町
新
田

津
南
か
ら

鍮鍮鍮総器総総総
、
⑳
顯

大庭登高南蔵高
海野坂橋雲品橋
　・春　 峰幸晴
護江功子男江弘

霜十赤田木霜三

五
＋
嵐
順
子

小
川
政
信

柳
き
み
子

小川渡相野高星星
寺上邊崎澤橋野野

慶文道良ハ宏弘正
子夫子夫マ実子五

領条
か
ら

島中
か
ら

谷

＋
日
町
か
ら

霜
条

長
岡
か
ら

赤
谷

＋
日
町
か
ら

中沖野上室室
島島

か
ら

野口
か
ら

立里
か
ら

学
校
町

新
潟
か
ら

室
島

室
島
か
ら

三
領

＋
日
町
か
ら

新
町
新
田

小
国
か
ら

神
社
町

＋
日
町
か
ら

大
白
倉

東
京
か
ら

　
し
た
が
っ
て
、
納
税
通
知
書
の
土
地

欄
に
記
入
し
て
あ
る
課
税
標
準
額
は
、

住
宅
用
地
と
み
な
し
仮
算
定
額
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
法
人
所
有
の
非
住
宅
用
地
に
認
定
さ

れ
た
土
地
に
課
さ
れ
る
税
額
は
、
納
税

通
知
書
発
行
後
に
再
計
算
し
た
日
以
後

の
納
期
に
お
い
て
増
額
の
通
知
を
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

電
気
ガ
ス
税
も

　
さ
ら
に
、
電
気
ガ
ス
税
に
つ
い
て
も

税
率
を
こ
れ
ま
で
の
七
％
か
ら
六
％
に

引
き
下
げ
、
免
税
点
は
、
電
気
に
あ
っ

て
は
こ
れ
ま
で
の
八
百
円
か
ら
千
円
に

ガ
ス
に
あ
っ
て
は
同
様
千
六
百
円
か
ら

二
千
百
円
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
ま
し

た
。
税
率
の
方
は
十
月
一
日
か
ら
、
免

税
点
の
引
き
上
げ
は
今
月
一
日
か
ら
適

用
さ
れ
ま
す
。

器鍮器雛蕪
川
崎
育
男

中
條
美
代
子

高渡若春小
橋邊山日海

　春幹陽邦
登枝夫子男

山
田
ア
ィ
子

桐
生
　
　
勇

竹
内
千
鶴
江

う
ぶ
声
1
お
す
こ
や
か
に

中小丸桐登田
村林山生坂畑

　　伸信和映
亘徹人秀文美

茂
紀
長
女

重
文
長
男

征
之
介
長
男

明
　
二
男

正
男
二
男

伊
勢
男
二
男

坪中上大岩元
　屋　 白

山敷野倉瀬町

星佐田中
名藤中村

貴麻恵洋
宏美利介

中
村
恵
美
子

丸
山
和
夫

井
上
佐
和
子

田
中
京
子

星
名
真
紀
子

清
水
貴
子

小
島
早
苗

武幸一平　重　賢昭英武
夫夫夫一真信忠一治雄平

納
税
メ
モ

今
月
は

　
町
県
民
税

　
　
　
第
一
期
分
の
納
期
で
す
。

　
今
年
度
の
税
制
改
正
で
、
住
民

税
の
負
担
軽
減
、
税
率
の
緩
和
・

所
得
控
除
額
の
引
上
げ
・
老
人
扶

養
控
除
創
設
・
寡
婦
控
除
の
適
用

範
囲
拡
大
等
の
改
正
が
あ
り
ま
し

た
が
、
こ
と
し
、
町
民
税
総
額
は

約
二
千
八
百
二
十
七
万
円
、
前
年

比
二
百
八
十
万
円
増
で
一
丁
％
の

伸
ぴ
で
し
た
．

　
こ
れ
は
、
休
耕
に
よ
る
農
業
所

得
は
別
と
し
て
、
税
制
改
正
に
よ

る
減
税
措
置
以
上
に
所
得
の
伸
ぴ

が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
え
る
数

字
で
す
。

二
男
坪
山

二
女
発
電
所
通

二長ニニ長長長
女女女、男女男女

伊小神根坪伊木
　白社
友倉町深山友島

長
女
下
平
新
田

長
女
新
町
新
田

昇
天
1
ご
め
い
福
を
祈
る

ノ」￥登戸南村

海坂田雲越

シ豊　 チ昭
チ作博イ：男

ノ』、岩仁中野
根　　 仙
岸瀬田田ロ

八七四三三、五五六九五

　
　
　
　
　
　
か
わ
に
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
非
・
麺
0
．

　
　
　
　
　
　
　
　
づ
　
愛

　
　
　
　
　
太
田
白
南
風
選

　
　
　
　
小
白
倉
片
桐
玉
章

大
岩
に
か
か
り
て
藤
の
花
盛
り

葉
桜
と
な
り
て
日
蔭
の
団
子
茶
屋

麦
笛
の
遠
近
に
し
て
夏
近
し

　
　
　
　
松
風
園
南
雲
文
峯

出
港
の
船
に
か
か
げ
て
鯉
の
ぼ
り

　
　
　
　
小
白
倉
江
口
凡
石

た
っ
ぷ
り
と
雨
を
ふ
く
ん
で
花
う
つ
ぎ

　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
＊

　
花
を
見
て
、
風
物
に
接
し
て
、
人
情

に
触
れ
て
美
し
い
と
思
っ
た
り
感
動
し

た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
で
し
よ
う
。
そ

の
時
心
に
詩
が
生
れ
て
い
る
筈
で
す
。

こ
れ
を
思
い
つ
い
た
ま
ま
十
七
字
に
ま

と
め
て
下
さ
い
。
俳
句
と
単
う
も
の
は

こ
ん
な
試
み
か
ら
生
ま
れ
て
来
ま
す
。

A（D貧

サ
’




